
（3）館林市議会だより　　　（ 5. 8. 1 ）

議
決
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

専
決
処
分

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
館
林
市
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

＝
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
本
年
３
月
31
日
に

公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
ま

ず
、
軽
自
動
車
税
に
お
い
て
、

環
境
性
能
割
の
臨
時
的
軽
減
措

置
の
期
間
が
終
了
し
た
こ
と
及

び
種
別
割
の
グ
リ
ー
ン
化
特
例

の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
に

伴
う
修
正
の
た
め
、
次
に
、
固

定
資
産
税
に
お
い
て
、
地
方
税

法
に
規
定
す
る
課
税
標
準
の
特

例
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う

引
用
条
文
の
項
ず
れ
の
修
正
及

び
当
該
特
例
の
申
請
書
類
に
つ

い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た

め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
専
決
処
分
し
、
地
方

自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、
議
会

に
対
し
承
認
を
求
め
ら
れ
た
も

の
で
、
全
員
一
致
で
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
館
林
市
都
市

計
画
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
）
＝
地
方
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
が
本
年
３

月
31
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
都
市
計
画
税
に
適
用
の

あ
る
課
税
標
準
の
特
例
が
改
正

さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
引
用
条
文

の
項
ず
れ
の
修
正
を
行
う
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
専
決
処
分
し
、
地
方
自
治

法
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
に
対

し
承
認
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、

全
員
一
致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
館
林
市
国
民

健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
）
＝
地
方
税
法
施

行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
が
本
年
３
月
31
日
に
公
布
さ

れ
た
こ
と
等
に
伴
い
、
国
民

健
康
保
険
税
に
お
い
て
、
ま

ず
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課

税
額
に
係
る
課
税
限
度
額
を
20

万
円
か
ら
22
万
円
に
引
き
上
げ

る
た
め
、
次
に
、
低
所
得
者
に

係
る
軽
減
対
象
を
拡
大
す
る
た

め
、
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
減

免
に
つ
い
て
、
令
和
５
年
４
月

１
日
以
後
に
納
期
限
が
設
定
さ

れ
て
い
る
令
和
４
年
度
分
の
保

険
税
を
減
免
対
象
と
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
専
決
処
分
し
、
地
方
自
治

法
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
に
対

し
承
認
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、

賛
成
多
数
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
令
和
５
年
度

館
林
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
））
＝
低
所
得
の
子
育

て
世
帯
へ
給
付
金
の
支
給
を
行

う
、
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特

別
給
付
金
給
付
事
業
を
追
加
す

る
補
正
予
算
を
専
決
処
分
し
、

地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
に
対
し
承
認
を
求
め
ら
れ

た
も
の
で
、
全
員
一
致
で
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
令
和
５
年
度

館
林
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
））
＝
低
所
得
世
帯
へ

給
付
金
の
支
給
を
行
う
、
電

力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高

騰
重
点
支
援
給
付
金
事
業
を
追

加
す
る
ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業
を

追
加
す
る
補
正
予
算
を
専
決
処

分
し
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に

よ
り
、
議
会
に
対
し
承
認
を
求

め
ら
れ
た
も
の
で
、
全
員
一
致

で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

補
正
予
算

▽
令
和
５
年
度
館
林
市
一
般　

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
＝

寄
附
金
の
受
入
れ
に
伴
う
予
算

化
の
ほ
か
、
国
の
交
付
金
を
活

用
し
な
が
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

食
料
品
価
格
等
の
物
価
高
騰
へ

対
応
す
る
た
め
の
事
業
費
な
ど
、

４
億
５
８
８
０
万
１
０
０
０
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
３
０
８
億
２

９
６
１
万
９
０
０
０
円
と
す
る

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

報
告

▽
令
和
４
年
度
館
林
市
一
般
会

計
繰
越
明
許
費
の
繰
越
報
告
に

つ
い
て
＝
令
和
４
年
度
館
林
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
10

号
）
及
び
（
第
11
号
）
に
お
い

て
、
戸
籍
事
務
４
５
４
万
３
０

０
０
円
な
ど
合
計
９
億
５
５
３

６
万
４
０
０
０
円
を
繰
越
明
許

費
と
し
て
設
定
し
、
繰
越
計
算

書
の
と
お
り
令
和
５
年
度
に
繰

越
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
報
告

さ
れ
ま
し
た
。

▽
令
和
４
年
度
館
林
市
下
水
道

事
業
会
計
予
算
の
繰
越
報
告
に

つ
い
て
＝
令
和
４
年
度
館
林
市

下
水
道
事
業
会
計
予
算
の
建
設

改
良
費
の
２
億
５
５
５
万
１
０

０
０
円
を
繰
越
計
算
書
の
と
お

り
、
令
和
５
年
度
に
繰
越
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、
報
告
さ
れ
ま

し
た
。

▽
館
林
市
選
挙
管
理
委
員
会
委

員
及
び
同
補
充
員
の
選
挙
＝
館

林
市
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及

び
同
補
充
員
に
、
次
の
方
々
が

当
選
さ
れ
ま
し
た
。

○
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

　

松
本
善
一
郎
さ
ん（
大
島
町
）

　

小
林
幸
枝
さ
ん
（
日
向
町
）

　

大
谷
英
子
さ
ん
（
堀
工
町
）

　

前
山
文
伸
さ
ん
（
当
郷
町
）

○
同
補
充
員

篠
原
由
美
子
さ
ん（
下
早
川
田
町
）

吉
間
弘
幸
さ
ん（
上
三
林
町
）

泉
田
真
宏
さ
ん（
本
町
二
丁
目
）

下
津
佳
代
子
さ
ん（
赤
生
田
町
）


